
宅地建物取引業の開業までの流れ （茨城県内のみに事務所を設置する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

新規免許申請  

（正本 1部，副本 1部の計２部を窓口に提出） 

窓口で書類の訂正 

又は，不足書類を後日提出 

免許の審査 

（標準処理期間 30日） 

審査の結果，問題なければ免許 

免許の可否を申請者あてにハガキで通知 

免許後，営業保証金の供託 

又は，保証協会への加入 

保証協会に加入の場合 

「社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書」 

免許の通知ハガキ 

を持参して建築指導課の窓口へ 

供託の場合 

「営業保証金供託済届出書」 

「営業保証金供託書（原本と写し）」 

免許の通知ハガキ 

を持参して建築指導課の窓口へ 

建築指導課へ上記の書類を提出し， 

免許証交付及び申請書副本の返却を受ける 

営業開始 



  


